
■原子力災害発生時における滋賀県広域避難計画住民周知の方針について 

○受入市指定の経緯 

福井県内の原発 UPZ 圏内に、高島市、長浜市が該当しており、その避難先市として、県独自の

放射性物質拡散予測シミュレーションにおいて影響が少ないことの条件から 4 市（大津市、草津

市、甲賀市、東近江市）が平成 25年度に指定されている。 

時期 内容 

平成 25年 3月 滋賀県防災会議で地域防災計画改訂 この時点で県内避難先４市（大津

市、草津市、甲賀市および東近江市）が計画に記載→公表済み 

平成 26年 3月 滋賀県広域避難計画策定→避難先４市が同計画に記載 

令和 2年 3月 滋賀県がマッチング案提示。 

長浜市→草津市、甲賀市、東近江市  高島市→大津市 

令和 3年 3月 避難先４市（大津市、草津市、甲賀市、東近江市）避難先施設（本市施設

別紙の通り）が明記された受入マニュアル作成※庁内照会を実施し作成。 

○改訂滋賀県広域避難計画の公表について 

これまで、草津市内の具体的な避難先施設は公表されていなかったが、今年度に、滋賀県が滋

賀県広域避難計画を改訂し、公表をしたい意向がある。 

○長浜市→草津市、東近江市、甲賀市 

 関係市 公表の範囲 

避難元市 長浜市 HPで施設名までを公表を想定 

避難先市 草津市 滋賀県広域避難計画改訂（避難先市施設明記予定）についてHPにリンクを張り、住民周

知を行う。 

東近江市 本市と同様の対応を予定 

甲賀市 本市と同様の対応を予定 

（参考）高島市→大津市 

 関係市 公表の範囲 

避難元市 高島市 防災マップで明記して住民配布。大津市の施設名までを公表。 

避難先市 大津市 本市と同様の対応 

 

○公表に向けての本市の方向性 

本市は、避難先市の選択肢の一つという位置づけであり、同時被災等の場合には、受け入れ可

否の協議も可能であることから、滋賀県広域避難計画改訂について、HP で周知するなどにより、

市が間接的に公表するものとする。 

■今後のスケジュール 

令和５年２月下旬  議会報告 

令和５年３月     滋賀県広域避難計画改訂公表 

 

【報２－１】 


